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第2条第3項

【標準処理期間を未設定とした理由】

　【寄贈】
　　通常の場合、１カ月から６カ月程度ですが、資料の点数や内容などによって処理期間が変動するため標準
処理期間を「未設定」としています。

　【寄託】
　通常の場合、３カ月から１年程度ですが、資料の点数や内容などによって処理期間が変動するため標準処
理期間を「未設定」としています。


